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○

気
象
業
務
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
）

第
四
条

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
は
、
定
時
又
は
随
時
に
、
次
の
表
の
区
分
に
従
い
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を

対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

内

容

天
気
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
、
天
気
、
気
温
等
の
予
報

週
間
天
気
予

当
日
か
ら
七
日
間
の
天
気
、
気
温
等
の
予
報

報季
節
予
報

当
日
か
ら
一
箇
月
間
、
当
日
か
ら
三
箇
月
間
、
暖
候
期
、
寒
候
期
、
梅
雨
期
等
の
天
気
、
気
温
、
降
水
量
、
日
照
時
間
等
の
概
括
的
な
予
報

地
震
動
予
報

地
震
動
（
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
報

火
山
現
象
予

噴
火
、
降
灰
等
の
予
報

報津
波
予
報

津
波
の
予
報

波
浪
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
浪
、
う
ね
り
等
の
予
報

気
象
注
意
報

風
雨
、
風
雪
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

地
震
動
注
意

地
震
動
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

報火
山
現
象
注

噴
火
、
降
灰
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

意
報

地
面
現
象
注

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

意
報

津
波
注
意
報

津
波
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

高
潮
注
意
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
一
般
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
行
う
予
報

波
浪
注
意
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

気
象
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る
警
報

地
震
動
警
報

地
震
動
に
関
す
る
警
報

火
山
現
象
警

噴
火
、
降
灰
等
に
関
す
る
警
報

報地
面
現
象
警

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
の
地
面
現
象
に
関
す
る
警
報
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報津
波
警
報

津
波
に
関
す
る
警
報

高
潮
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
警
報

波
浪
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
警
報

海
面
水
温
予

海
洋
の
表
面
に
お
け
る
水
温
の
予
報

報海
流
予
報

海
流
の
状
況
の
予
報

海
氷
予
報

沿
岸
に
お
け
る
海
氷
の
状
況
の
予
報

浸
水
注
意
報

浸
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

洪
水
注
意
報

洪
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

浸
水
警
報

浸
水
に
関
す
る
警
報

洪
水
警
報

洪
水
に
関
す
る
警
報

（
特
別
警
報
）

第
五
条

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
警
報
は
、
次
の
表
の
区
分
に
従
い
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

内

容

気
象
特
別
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る
特
別
警
報

地
震
動
特
別
警
報

地
震
動
に
関
す
る
特
別
警
報

火
山
現
象
特
別
警
報

噴
火
、
降
灰
等
に
関
す
る
特
別
警
報

地
面
現
象
特
別
警
報

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
の
地
面
現
象
に
関
す
る
特
別
警
報

津
波
特
別
警
報

津
波
に
関
す
る
特
別
警
報

高
潮
特
別
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
特
別
警
報

波
浪
特
別
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
特
別
警
報

（
警
報
事
項
の
通
知
）

第
八
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

気

象

警

報

高

潮

警

報

消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関
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波

浪

警

報

地

震

動

警

報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

火

山

現

象

警

報

警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機

津

波

警

報

関

地

面

現

象

警

報

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

洪

水

警

報

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

飛

行

場

警

報

国
土
交
通
省
の
機
関

空

域

警

報

海

上

警

報

海
上
保
安
庁
の
機
関

三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

水
防
活
動
用
気
象
警
報

水
防
活
動
用
高
潮
警
報

消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

水
防
活
動
用
津
波
警
報

警
察
庁
、
消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

四

法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

（
特
別
警
報
に
係
る
警
報
事
項
の
通
知
）

第
九
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
表
の
区
分
に
従
い
、
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

通

知

先

気

象

特

別

警

報

高

潮

特

別

警

報

消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

波

浪

特

別

警

報

地
震
動
特
別
警
報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

火
山
現
象
特
別
警
報

警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

津

波

特

別

警

報
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地
面
現
象
特
別
警
報

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

○

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号

）
（
抄
）

（
観
測
に
使
用
す
る
気
象
測
器
）

第
九
条

第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
象
の
観
測
に
用
い
る
気
象
測
器
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
船
舶
に
備
え
付
け
る
気
象
測
器
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
同
項
の
予
報
業
務
の
た
め
の
観
測
に
用
い
る
気
象
測
器
で
あ
つ
て
、
正
確
な
観
測

の
実
施
及
び
観
測
の
方
法
の
統
一
を
確
保
す
る
た
め
に
一
定
の
構
造
（
材
料
の
性
質
を
含
む
。
）
及
び
性
能
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
第
三
十
二
条
の
三
及
び
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
気
象
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
検
定
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
の
種
類
又
は
構
造
の
気
象
測
器
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
気
象
庁
が
行
つ
た
観
測
又
は
前
項
の
検
定
に
合
格
し
た
気
象
測
器
を
用
い
た
観
測
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
本
観
測
」

と
い
う
。
）
の
成
果
に
基
づ
い
て
同
条
第
一
項
の
予
報
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
本
観
測
の
成
果
を
補
完
す
る
た
め
に
行
う
観
測
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
完
観
測

」
と
い
う
。
）
に
用
い
る
気
象
測
器
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
検
定
に
合
格
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
観
測
の
正
確

な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
補
完
観
測
が
当
該
予
報
業
務
の
適
確
な
遂
行
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
気
象
庁
長
官
の
確
認
を
受
け

た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
補
完
観
測
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
報
及
び
警
報
）

第
十
三
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
（
地
震
に
あ
つ
て
は
、
地
震
動
に
限
る
。
第
十
六
条
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
を
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

気
象
庁
は
、
前
項
の
予
報
及
び
警
報
の
外
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
以
外
の
水
象
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予

報
及
び
警
報
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

第
十
三
条
の
二

気
象
庁
は
、
予
想
さ
れ
る
現
象
が
特
に
異
常
で
あ
る
た
め
重
大
な
災
害
の
起
こ
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
場
合
と
し
て
降
雨
量
そ
の
他
に
関
し
気
象
庁

が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
示
し
て
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適

合
す
る
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）
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第
十
四
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
つ
い
て
の
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

第
十
四
条
の
二

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

気
象
庁
は
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川
に
つ
い
て
、
水
防
に
関
す
る
事
務
を
行
う
国
土
交
通

大
臣
と
共
同
し
て
、
当
該
河
川
の
水
位
又
は
流
量
（
氾
濫
し
た
後
に
お
い
て
は
、
水
位
若
し
く
は
流
量
又
は
氾
濫
に
よ
り
浸
水
す
る
区
域
及
び
そ
の
水
深
）
を
示
し
て
洪

水
に
つ
い
て
の
水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

気
象
庁
は
、
水
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
と
共
同
し
て
、
水
位
又
は
流
量
を
示
し
て
洪
水
に
つ
い
て
の
水

防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
。

４
～
６

（
略
）

第
十
五
条

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の

警
報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を
警
察
庁
、
消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
日
本
放
送
協
会
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
震
動
の
警
報
以
外
の
警
報
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
警
戒
の

必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２
～
６

（
略
）

第
十
五
条
の
二

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
の
特
別
警
報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
直
ち
に
そ
の
特
別
警
報
に
係
る
警
報
事
項
を
警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は

日
本
放
送
協
会
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
震
動
の
特
別
警
報
以
外
の
特
別
警
報
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
警
報
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き

も
同
様
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
気
象
証
明
等
）

第
三
十
五
条

気
象
庁
は
、
一
般
の
依
頼
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
及
び
水
象
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
証
明
及
び
鑑
定
を
行
う
。

２

前
項
の
証
明
又
は
鑑
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
特
定
計
量
器
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
計
量
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

温
度
計
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

計
る
こ
と
が
で
き
る
温
度
が
零
下
三
十
度
以
上
三
百
六
十
度
以
下
の
も
の
（
転
倒
式
温
度
計
、
接
点
付
温
度
計
、
最
高
最
低
温
度
計
、
留
点
温
度
計
、
浸
線
付

温
度
計
、
保
護
枠
入
温
度
計
、
隔
測
温
度
計
及
び
ベ
ッ
ク
マ
ン
温
度
計
を
除
く
。
）

⑵

（
略
）

ロ

（
略
）

四
～
十
八

（
略
）

（
使
用
の
制
限
の
特
例
に
係
る
特
定
計
量
器
）

第
五
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
計
量
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

第
二
条
第
三
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
証
明
に
用
い
る
温
度
計
で
あ
っ
て
、
同
法

第
九
条
の
検
定
に
合
格
し
た
も
の
及
び
同
条
の
検
定
に
合
格
す
る
も
の
と
気
象
庁
長
官
が
認
め
た
も
の

○

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
計
量
器
」
と
は
、
計
量
を
す
る
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
を
い
い
、
「
特
定
計
量
器
」
と
は
、
取
引
若
し
く
は
証
明
に
お
け
る
計
量
に
使

用
さ
れ
、
又
は
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
計
量
器
の
う
ち
、
適
正
な
計
量
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
構
造
又
は
器
差
に
係
る
基
準
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５
～
８

（
略
）

（
使
用
の
制
限
）
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第
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
（
船
舶
の
喫
水
に
よ
り
積
載
し
た
貨
物
の
質
量
の
計
量
を
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
船
舶
及
び
政
令
で
定
め
る
特
定
計
量
器

を
除
く
。
）
は
、
取
引
又
は
証
明
に
お
け
る
法
定
計
量
単
位
に
よ
る
計
量
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
物
象
の
状
態
の
量
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
第
六

条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
計
量
単
位
に
よ
る
計
量
を
含
む
。
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
使
用
し
、
又
は
使

用
に
供
す
る
た
め
に
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

計
量
器
で
な
い
も
の

二

次
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
以
外
の
特
定
計
量
器

イ

経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
指
定
検
定
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
検
定
を
受
け
、

こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
と
し
て
第
七
十
二
条
第
一
項
の
検
定
証
印
が
付
さ
れ
て
い
る
特
定
計
量
器

ロ

経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
者
が
製
造
し
た
特
定
計
量
器
で
あ
っ
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
（
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の

三

第
七
十
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
計
量
器
で
同
条
第
一
項
の
検
定
証
印
又
は
第
九
十
六
条
第
一
項
の
表
示
（
以
下
「
検
定
証
印
等
」
と
い
う
。
）
が
付
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
検
定
証
印
等
の
有
効
期
間
を
経
過
し
た
も
の

２
・
３

（
略
）


